
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３部 各国の基礎データ 

 

 



 

 基
礎
デ
ー
タ

 

国
名

 
ブ
ル
ネ
イ
・
ダ
ル
サ
ラ
ー
ム
国

 

人
口

 
3
8
万

3
,0

0
0
人
（

2
0
0
6
年
、
外
国
人
在
留
者
含
む
）

1
 

関
係
法
令

  
1
9
9
9
年
既
婚
女
性
法
（

M
a
rr

ie
d

 W
om

en
 A

ct
）

 

政
府
の
方
針

  
不
明

 

文
化
青
年
ス
ポ
ー
ツ
省
地
域
開
発
局

3
 

家
庭
内
暴
力
を
含
む
、
家
族
と
子
ど
も
に
お
け
る
諸
問
題
に
つ
い
て
の
責
任
を
負
う

 

ブ
ル
ネ
イ
警
察
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
班

4
 

加
害
者
の
検
挙

 
関
係
行
政
機
関

2
 

司
法
省

5
 

関
連
法
の
草
案

 

公
的

 
少
な
く
と
も
１
ヶ
所

6
  

シ
ェ
ル
タ
ー

 

民
間

 
不
明

7
 

関
係

H
P
リ
ン

ク
 

不
明

 

備
考

 
特
記
な
し
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1
 外

務
省

2
0

0
8

 
2
 2

0
0

7
年

1
2
月

現
在
で
の
在
日
ブ
ル
ネ
イ
大
使
館
か

ら
の
回
答
お
よ
び

J
u

n
a
id

i 
&

 S
h

a
rb

a
w

i 
2
0
0
6
に
基
づ
く

。
 

3
 M

in
is

tr
y
 o

f 
C

u
lt

u
re

, 
Y

ou
th

, 
a
n

d
 S

p
or

t,
 D

ep
a
rt

m
en

t 
of

 C
om

m
u

n
it

y
 D

ev
el

op
m

en
t 

4
 R

oy
a
l 

B
ru

n
ei

 P
ol

ic
e 

F
or

ce
 D

om
es

ti
c 

V
io

le
n

ce
 U

n
it

 
5
 A

tt
or

n
ey

 G
en

er
a
l’s

 C
h

a
m

b
er

s 
6
 文

化
青
年
ス
ポ

ー
ツ
省
地
域
開
発
局
が
運
営
す
る
「

T
a
m

a
n

 N
oo

r 
H

id
a
y
a
h
」

 と
い
う
シ
ェ
ル
タ
ー
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る

 (
U

.S
. 
D

ep
a
rt

m
en

t 
of

 S
ta

te
 2

0
0
8
)。

ま
た

、
文
化
青
年
ス
ポ
ー

ツ
省
地
域
開
発

局
が
運
営
す
る
少
女
を
対
象
と
す
る
シ
ェ
ル
タ
ー
が
数
ヶ
所
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
（

J
u

n
a
id

i 
&

 S
h

a
rb

a
w

i 
2
0
0
6
）
。

 
7
 2

0
0

4
年
の
報

道
に
、
「
か
つ
て

B
ru

n
ei

 W
om

en
’s

 C
ou

n
ci

l
が
被
害
者
と
子
ど
も
を
対
象
に
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
所
得
創
出
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
行
っ
て
い
た
が
、
現
在
は
資
金
と
人
材
不
足
に
よ
り
中
止
さ

れ
て
い
る
」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
（

B
ru

n
ei

 T
im

es
 2

0
0
4
）

 

  参
考

文
献

 

外
務
省
 

2
0
0

8
年

2
月
「
ブ
ル

ネ
イ
・
ダ
ル
サ
ラ
ー
ム

国
（
基
礎
デ
ー
タ
）
」
 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.m

of
a
.g

o.
jp

/m
of

a
j/

a
re

a
/b

ru
n

ei
/d

a
ta

.h
tm

l（
2
0
0
8
年

3
月

1
8
日

ア
ク
セ
ス
）

 
 B

ru
n

ei
 T

im
es

. 
2
0
0
4
, 

J
a
n

u
a
ry

 1
4
. 

“A
C

W
W

 O
u

t 
to

 F
ig

h
t 

D
om

es
ti

c 
V

io
le

n
ce

 S
ta

ts
.”

 A
v
a
il

a
b
le

 o
n

 t
h

e 
G

ov
er

n
m

en
t 

of
 B

ru
n

ei
 W

eb
si

te
 a

t 
 
 
 
 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.r

tb
.g

ov
.b

n
/N

ew
sU

p
d

a
te

/2
0
0
4
/J

a
n

u
a
ry

/1
4
0
1
0

4
/m

a
in

2
.h

tm
 (

a
cc

es
se

d
 o

n
 M

a
rc

h
 1

8
, 

2
0
0
8
) 

J
u

n
a
id

a
i,

 M
oh

a
m

m
a
d

 Y
u

sr
ee

 a
n

d
 Z

u
ra

in
i 

S
h

a
rb

a
w

i,
 A

tt
or

n
ey

 G
en

er
a
l’s

 C
h

a
m

b
er

s,
 B

ru
n

ei
 D

a
ru

ss
a
la

m
. 

2
0
0
6
. 

“T
h

e 
P

ro
te

ct
io

n
 o

f 
V

ic
ti

m
s,

 P
a
rt

ic
u

la
rl

y
 W

om
en

 a
n

d
 

C
h

il
d

re
n

, 
a
g
a
in

st
 D

om
es

ti
c 

V
io

le
n

ce
, 

S
ex

u
a
l 

O
ff

en
se

 a
n

d
 H

u
m

a
n

 T
ra

ff
ic

k
in

g
—

th
e 

B
ru

n
ei

 E
x
p

er
ie

n
ce

.”
 S

p
ee

ch
 m

a
d

e 
a
t 

th
e 

9
th

 G
en

er
a

l 
A

ss
em

b
ly

 o
n

 C
h

a
ll

en
g
e 

of
 G

lo
b
a
li

za
ti

on
 t

o 
L

eg
a
l 

S
er

v
ic

es
, 

N
ov

em
b
er

 2
2
-2

6
. A

S
E

A
N

 L
a
w

 A
ss

oc
ia

ti
on

. 
B

a
n

g
k

ok
: 

T
h

a
il

a
n

d
. 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.a

se
a
n

la
w

a
ss

oc
ia

ti
on

.o
rg

/9
G

A
d

oc
s/

w
5
_B

ru
n

ei
.p

d
f 

(a
cc

es
se

d
 o

n
 M

a
rc

h
 1

8
, 
2
0
0
8
) 

U
.S

. 
D

ep
a
rt

m
en

t 
of

 S
ta

te
. 

2
0
0
8
, 

M
a
rc

h
 1

1
. 

“B
ru

n
ei

.”
 C

o
u

n
tr

y
 R

e
p

o
rt

s 
o
n

 H
u

m
a
n

 R
ig

h
ts

 P
ra

ct
ic

e
s 

2
0
0
7
. 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.s

ta
te

.g
ov

/g
/d

rl
/r

ls
/h

rr
p

t/
2
0
0
7
/1

0
0

5
1
4
.h

tm
 (

a
cc

es
se

d
 

on
 M

a
rc

h
 1

8
, 
2
0
0

8
) 
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 基
礎
デ
ー
タ

 

国
名

 
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国

 

人
口

 
1
,4

5
6
万
人
（

2
0
0
8
年
推
計
）

1
 

関
係
法
令

  
2
0
0
5
年
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
の
防
止
と
被
害
者
保
護
法
（

L
a
w

 o
n

 t
h

e 
P

re
v
en

ti
on

 o
f 

D
om

es
ti

c 
V

io
le

n
ce

 a
n

d
 P

ro
te

ct
io

n
 

of
 V

ic
ti

m
s）

 

政
府
の
方
針

  
女
性
に
対
す
る
暴
力
と
立
ち
向
か
う
国
家
活
動
計
画
（

T
h

e 
N

a
ti

on
a
l 

A
ct

io
n

 P
la

n
 t

o 
C

om
b
a
t 

V
io

le
n

ce
 a

g
a
in

st
 W

om
en

）
2
 

女
性
省

4
 

被
害
者
保
護

 
関
係
行
政
機
関

3
 

州
・
市
裁
判
所

 
保
護
命
令

 

公
的

 
不
明

5
 

シ
ェ
ル
タ
ー

 
民
間

 
少
な
く
と
も
３
ヶ
所

6
 

関
係

H
P
リ
ン

ク
 

不
明

 

備
考

 

政
府
と

N
G

O
の
連
携
の
具
体
例
と
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
散
見
さ
れ
た
。

 

・
 
女
性
省
に
よ
る
と
、
「
女
性
に
対
す
る
暴
力
と
立
ち
向
か
う
国
家
活
動
計
画
」
は
、
行
政
機
関
に
加
え
、

N
G

O
も
審
議
会
の
メ
ン
バ
ー
に
召

集
す
る
と
報
告

7
。
ま
た
、
女
性
省
は
民
間

N
G

O
主
導
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
開
発
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（

G
en

d
er

 a
n

d
 D

ev
el

op
m

en
t 

N
et

w
or

k
 

of
 C

a
m

b
od

ia
, 

G
A

D
N

et
)に

参
加
し
、
月
例
会
議
を
持
っ
て
い
る
。

G
A

D
N

et
で
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
男
性
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（

C
a
m

b
od

ia
n

 

M
en

’s
 N

et
w

or
k
）
と
い
う
団
体
を
後
援
し
、「

女
性
に
対
す
る
暴
力
に
反
対
す
る
男
性
の
会
」
と
し
て
毎
年

11
～

1
2
月

 に
行
わ
れ
る
女
性

に
対
す
る
暴
力
反
対
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
参
加
し
て
い
る

8
 。

 

・
 

1
9
9
5
年
に
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（

P
ro

je
ct

 A
g
a
in

st
 D

om
es

ti
c 

V
io

le
n

ce
）
と
い
う

N
G

O
が
組
織

さ
れ
、
他
の

N
G

O
ス
タ
ッ
フ
や
自
治
体
職
員
、
警
察
、
裁
判
所
、
省
職
員
に
対
し
て
、
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
に
関
す
る
研

修
を
行
い
、
関
係
省
庁
で
の
政
策
提
言
、
法
的
強
制
力
の
増
進
、
学
校
教
育
に
お
け
る

D
V

学
習
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
実
現
す
る
た
め
に
活
動

し
た

9
。

 

・
 
女
性
・
退
役
軍
人
省
（
当
時
）
は
、
女
性

N
G

O
団
体
の
協
力
と
国
連
女
性
開
発
基
金
の
支
援
を
受
け
て
、
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ

ン
ス
法
案
を
立
案
し
た

1
0
。
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1
 C

a
m

b
od

ia
 N

a
ti

on
a
l 

In
st

it
u

te
 o

f 
S

ta
ti

st
ic

s 
2
0
0
4
 

2
 M

in
is

te
r 

of
 W

om
en

’s
 A

ff
a
ir

s 
2
0
0
6
; 

2
0
0
7

 
3
 L

a
w

 o
n

 t
h

e 
P

re
v
en

ti
on

 o
f 

D
om

es
ti

c 
V

io
le

n
ce

 a
n

d
 P

ro
te

ct
io

n
 o

f 
V

ic
ti

m
s 

of
 2

0
0
5
, A

rt
ic

le
s 

1
0
, 
2
1
。
本

法
に
は
警
察
官
、
警
察
代
理
、
憲
兵
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
自
治
体
、
女
性
省
職
員
、
村
長

が
裁
判
所
記
録

を
作
成
で
き
る
等
の
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、
管
轄
の
行
政
機
関
は
、
は
っ
き
り
と
定
義
さ
れ
て
い
な
い
。

 
4
 M

in
is

tr
y
 o

f 
W

om
en

's
 A

ff
a
ir

s 
5
 L

a
w

 o
n

 t
h

e 
P

re
v
en

ti
on

 o
f 

D
om

es
ti

c 
V

io
le

n
ce

 a
n

d
 P

ro
te

ct
io

n
 o

f 
V

ic
ti

m
s 

of
 2

0
0
5
, 
A

rt
ic

le
 1

3
に
、
「
所

轄
の
機
関
は
被
害
者
に
一
時
的
シ
ェ
ル
タ
ー
を
提
供
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い

う
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、
公
的
な
シ
ェ
ル
タ
ー
が
あ

る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

 
6
 民

間
N

G
O
、

C
a
m

b
od

ia
n

 W
om

en
's

 C
ri

si
s 

C
en

tr
e
が
３
つ
の
シ
ェ
ル
タ
ー
を
保
有
し
て
い
る
（

C
a
m

b
od

ia
n

 W
om

en
’s

 C
ri

si
s 

C
en

tr
e 

2
0
0
6
a
）
。

C
a
m

b
od

ia
 W

om
en

’s
 C

ri
si

s 
C

en
tr

e 
の

シ
ェ
ル
タ
ー
の
活
動
報
告
に
つ
い
て
は
、

C
a
m

b
od

ia
 W

om
en

’s
 C

ri
si

s 
C

en
tr

e 
2
0
0
6
b
を
参
照

。
ま
た
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
プ
ノ
ン
ペ
ン
や
州
都
の
み
に
限
ら
れ
て
い
る
（
ア
ジ
ア
女

性
交
流
・
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム

 2
0

0
2
:8

9
-9

2
ペ
ー

ジ
）
、
多
く
の

N
G

O
が
、
家
庭
内
暴
力
の
被
害
者
に
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
住
居
の
確
保
な
ど
の
支
援
を
し
て
い
る
（
ク
メ
ー
ル
女
性
の
声
セ
ン
タ
ー

 
2
0
0

0
:5

2
ペ
ー

ジ
）
と
の
報
告
も
あ
る
。

 
7
 M

in
is

te
r 

of
 W

om
en

’s
 A

ff
a
ir

s 
2
0
0
6
 

8
 M

in
is

te
ry

 o
f 

W
om

en
’s

 A
ff

a
ir

s 
2
0
0
4
 

9
 ア

ジ
ア
女
性
交

流
・
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム

 2
0
0

2
:2

1
-2

3
,8

7
-1

5
6
ペ

ー
ジ

 
1
0
 U

n
it

ed
 N

a
ti

on
s 

D
ev

el
op

m
en

t 
F

u
n

d
 f

or
 W

om
en

 2
0
0
3
 

 

参
考

文
献

 

ア
ジ
ア
女
性
交
流
・
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
編
 
篠
崎
正
美
監
訳
・
監
修
 

2
0
0

2
年

『
ア
ジ
ア
の
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
』
明
石
書
店

 
ク
メ
ー
ル
女
性
の
声
セ
ン
タ
ー

 2
0
0

0
年
「
カ
ン

ボ
ジ
ア
の
武
力
紛
争
と
女
性
に
対
す
る
暴
力
：
内
戦
中
か
ら
現
在
ま
で
」
ア
ジ
ア

女
性
資
料
セ
ン
タ
ー
『
女
た
ち
の

2
1
世
紀
』

2
4
号
 

5
1
-5

3
ペ
ー
ジ

 
 C

a
m

b
od

ia
 N

a
ti

on
a
l 

In
st

it
u

te
 o

f 
S

ta
ti

st
ic

s.
 2

0
0
4
. 

“F
ir

st
 R

ev
is

io
n

 P
op

u
la

ti
on

 P
ro

je
ct

io
n

 f
or

 C
a
m

b
od

ia
 1

9
9
8
-2

0
2
0
.”

 h
tt

p
:/

/s
ta

ts
n

is
.o

rg
/p

ro
jc

a
m

/S
u

m
m

a
ry

.h
tm

 (
a
cc

es
se

d
 o

n
 

M
a
rc

h
 1

8
, 

2
0
0

8
) 

C
a
m

b
od

ia
n

 W
om

en
’s

 C
ri

si
s 

C
en

tr
e.

 2
0
0
6
a
. 

“A
ss

is
ti

n
g
 W

om
en

 i
n

 C
ri

si
s.

” 
h

tt
p

:/
/w

w
w

.c
w

cc
.o

rg
.k

h
/a

ss
is

ti
n

g
_w

om
a
n

_i
n

_c
ri

si
s.

p
h

p
 (

a
cc

es
se

d
 o

n
 M

a
rc

h
 1

8
, 

2
0
0
8
) 

C
a
m

b
od

ia
n

 W
om

en
’s

 C
ri

si
s 

C
en

tr
e.

 2
0
0
6

b
. 

C
W

C
C

 G
lo

b
a
l 

R
e
p

o
rt

 2
0
0
6
. 

h
tt

p
:/
/w

w
w

.c
w

cc
.o

rg
.k

h
/d

ow
n

lo
a
d

s/
C

W
C

C
%

2
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M
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6
, 
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. 
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h
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n
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W
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 C
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C
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n
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a
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s 

D
ev
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m
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F

u
n

d
 f

or
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om
en
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2
0
0
3
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m
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C
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n
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y
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h
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a
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h

e 
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om

es
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V

io
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n
ce
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d
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ro
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n
 o

f 
V

ic
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m
s 

2
0
0
5
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U
n
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a
l 
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a
n
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a
ti
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y
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h
e 

G
T

Z
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m
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’s
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h
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b
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w
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a
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c 
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n
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w
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d
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t 
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t 
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w

w
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p
w
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/p

d
f/
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v
_v

ic
ti

m
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0
0
5
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d
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n
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a
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h
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2
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 基
礎
デ
ー
タ

 

国
名

 
中
華
人
民
共
和
国

 

人
口

 
1
3
億

7
5
6
万
人
（

2
0
0
5
年
）

1
 

関
係
法
令

  
2
0
0
1
年
改
正
婚
姻
法

 

2
0
0
5
年
改
正
婦
女
権
益
保
障
法

 

政
府
の
方
針

 

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
に
特
化
し
た
方
針
は
な
い
が
、「

2
0
0
1
～

2
0
1
0
年
中
国
女
性
発
展
綱
要
」（

P
ro

g
ra

m
 f

or
 t

h
e 

D
ev

el
op

m
en

t 

of
 C

h
in

es
e 

W
om

en
 2

0
0
1
-2

0
1
0
）
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
婦
女
権
益
保
障
法
第

3
条
で
、
国
お
よ
び
各
地
方
自
治
体
の
社
会
発
展

計
画
に
女
性
の
発
展
に
関
す
る
方
針
を
入
れ
る
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

 

国
務
院

 
中
国
女
性
発
展
綱
要
を
制
定
し
、
社
会
発
展
計
画
に
組
み
入
れ
る

 

人
民
検
察
院

 
法
に
基
づ
き
公
訴
を
提
起

 

公
安
機
関

 
被
害
者
の
申
し
出
を
受
け
、
法
に
基
づ
い
て
調
査
、
加
害
者
を
行
政
処
分

 

人
民
法
院

 
公
判

 

婦
女
連
合
会
（
国
・
各
自
治
体
レ
ベ
ル
）

 
各
民
族
、
各
分
野
の
女
性
の
利
益
を
代
表
し
、
保
護

 

関
係
行
政
機
関

 

居
民
委
員
会
・
村
民
委
員
会
（
お
よ
び
所
属
部
門
）

暴
力
阻
止
、
調
停

 

公
的

 

シ
ェ
ル
タ
ー

民
間

 

「
2
0
0
4
年
全
国
婦
女
連
合
会
の
権
利
擁
護
工
作
会
議
で

4
1
5
ヶ
所
が
報
告
さ
れ
て
い
る
」
や
「

1
3
省

5
0
0
ヶ
所
、
詳
細
は
不
明
」
と
い
う
報
告

が
あ
り
、
公
的
シ
ェ
ル
タ
ー
、
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
の
別
も
存
在
す
る
が
、
は
っ
き
り
と
し
た
数
は
不
明
で
あ
る

2
。

 

関
係

H
P
リ
ン

ク
 

婦
女
連
合
会
：

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.w

om
en

.o
rg

.c
n

/i
n

d
ex

.s
h

tm
l 

 

備
考

 

1
9
9
0
年
代
よ
り
、
全
国
婦
女
連
合
会
お
よ
び
各
地
の
婦
女
連
合
会
が
、
女
性
被
害
者
の
た
め
の
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
、
苦
情
投
書
箱
、
セ
ン
タ
ー
を
開

設
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
学
や

N
G

O
が
法
律
援
助
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
て
い
る
。
省
レ
ベ
ル
の
統
計
に
よ
る
と
、

N
G

O
な
ど
が
約

1
,0

0
0
の
ホ

ッ
ト
ラ
イ
ン
を
開
設
し
て
い
る
と
言
う

3
。
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1
 N

a
ti

on
a

l 
B

u
re

a
u

 o
f 

S
ta

ti
st

ic
s 

of
 C

h
in

a
 2

0
0
6
 

2
 N

P
O

法
人
全
国
女
性
シ
ェ
ル
タ
ー
ネ
ッ
ト

2
0

0
7
:2

3
ペ
ー
ジ
、

6
7
ペ
ー
ジ

 
3
 G

ov
er

n
m

en
t 

of
 P

eo
p

le
’s

 R
ep

u
b
li

c 
of

 C
h

in
a
 2

0
0
4
:p

p
.2

2
-2

3
 

  参
考
資
料

 

N
P

O
法
人
全
国
女
性
シ
ェ
ル
タ
ー
ネ
ッ
ト
 

2
0
0

7
年
『
［
ノ
ー
モ

ア
D

V
］

D
V
根

絶
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
第

1
0
回

全
国
シ
ェ
ル
タ
ー
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

2
0
0
7
資
料
集

』
11

月
2
3
日

～
2
5
日

 
 G

ov
er

n
m

en
t 

of
 P

eo
p

le
’s

 R
ep

u
b
li

c 
of

 C
h

in
a
. 

2
0
0
4
, 

J
u

n
e 

1
0
. 

“C
on

si
d

er
a
ti

on
 o

f 
R

ep
or

ts
 S

u
b
m

it
te

d
 b

y
 S

ta
te

s 
P

a
rt

ie
s 

U
n

d
er

 A
rt

ic
le

 1
8
 o

f 
th

e 
C

on
v
en

ti
on

 o
n

 t
h

e 
E

li
m

in
a
ti

on
 

of
 A

ll
 F

or
m

s 
of

 D
is

cr
im

in
a
ti

on
 a

g
a
in

st
 W

om
en

: 
C

om
b
in

ed
 F

if
th

 a
n

d
 S

ix
th

 P
er

io
d

ic
 R

ep
or

t 
of

 S
ta

te
s 

P
a
rt

ie
s.

” 
C

E
D

A
W

/C
/C

H
N

/5
-6

. 
N

ew
 Y

or
k

: 
U

n
it

ed
 N

a
ti

on
s.

  
h

tt
p

:/
/w

w
w

.u
n

.o
rg

/w
om

en
w

a
tc

h
/d

a
w

/c
ed
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w

/3
6
se

ss
.h

tm
 (

a
cc

es
se

d
 o

n
 M

a
rc

h
 3

1
, 

2
0
0
8
) 

N
a
ti

on
a

l 
B

u
re

a
u

 o
f 

S
ta

ti
st

ic
s 

of
 C

h
in

a
. 

2
0
0
6
. 

“C
h

a
p

te
r 

4
-1

 P
op

u
la

ti
on

 a
n

d
 I

ts
 C

om
p

os
it

io
n

.”
 C

h
in

a
 S

ta
ti

st
ic

a
l 
Y

e
a
rb

o
o
k

 2
0
0
6
. 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.s

ta
ts

.g
ov

.c
n

/t
js

j/
n

d
sj

/2
0

0
6
/i

n
d

ex
eh

.h
tm

 (
a
cc

es
se

d
 o

n
 M

a
rc

h
 3

1
, 

2
0
0
8
) 

“P
ro

g
ra

m
 f

or
 t

h
e 

D
ev

el
op

m
en

t 
of

 C
h

in
es

e 
W

om
en

 2
0
0
1
-2

0
1
0
.”

 A
v
a
il

a
b
le

 o
n

 t
h

e 
A

ll
-C

h
in

a
 W

om
en

’s
 F

ed
er

a
ti

on
 w
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si

te
 a

t 
 

 
h

tt
p

:/
/w

w
w

.w
om

en
of

ch
in

a
.c

n
/P

ol
ic

ie
s_

L
a
w

s/
P

ol
ic

ie
s/

1
4
5

8
.j
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 (

a
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d
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n
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a
rc

h
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, 
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 基
礎
デ
ー
タ

 

国
名

 
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国

 

人
口

 
約

2
億

2
,2

0
0
万
人
（

2
0
0

6
年
政
府
推
計
）

1
 

関
係
法
令

  
2
0
0
4
年
家
庭
内
暴
力
撲
滅
法
（

L
a
w

 o
f 

th
e 

R
ep

u
b
li

c 
of

 I
n

d
on

es
ia

 N
u

m
b
er

 2
3
 o

f 
Y

ea
r 

2
0
0
4
 R

eg
a
rd

in
g
 E

li
m

in
a
ti

on
 o

f 
V

io
le

n
ce

 

in
 H

ou
se

h
ol

d
）

 

政
府
の
方
針

  

2
0
0
0
年
女
性
に
対
す
る
暴
力
撲
滅
国
家
行
動
計
画
（

N
a
ti

on
a
l 
A

ct
io

n
 P

la
n

 o
n

 t
h

e 
E

li
m

in
a
ti

on
 o

f 
V

io
le

n
ce

 A
g
a
in

st
 W

om
en

)2
 

2
0
0
6
年
家
庭
内
暴
力
被
害
者
の
回
復
実
施
と
協
力
に
関
す
る
政
府
規
則
（

G
ov

er
n

m
en

t 
R

eg
u

la
ti

on
 o

f 
th

e 
R

ep
u

b
li

c 
of

 I
n

d
on

es
ia

 N
o 

4
. 

2
0
0
6
 o

n
 t

h
e 

Im
p

le
m

en
ta

ti
on

 a
n

d
 C

oo
p

er
a
ti

on
 i

n
 R

ec
ov

er
y
 E

ff
or

ts
 f

or
 t

h
e 

V
ic

ti
m

s 
of

 D
V
）

3
 

女
性
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
庁
 
女
性
保
護
副
大
臣

5
 

家
庭
内
暴
力
、
人
身
取
引
撲
滅
の
関
係
機
関
連
携

 

国
家
警
察
 
刑
事
捜
査
課
 
女
性
と
子
ど
も
サ
ー
ビ
ス
班
、
警
察
病
院

6
 

通
報
へ
の
対
応
、
一
時
保
護
、
起
訴
手
続

 

社
会
省
 
暴
力
被
害
者
社
会
福
祉
・
移
住
労
働
者
保
護
局
、
社
会
復
帰
局

7
 
緊
急
シ

ェ
ル
タ

ー
、

被
害
者

社
会
復
帰
プ

ロ
グ

ラ
ム
、

被
害

者
支

援
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
供
給

 

保
健
省
 
母
親
支
援
課
、
特
別
医
療
サ
ー
ビ
ス
局

8
 

病
院
、
地
域
保
険
セ
ン
タ
ー
で
の
医
療
支
援

 

裁
判
所

 
保
護
命
令

 

宗
教
省
 
宗
教
支
援
局
 
宗
教
問
題
課
 
家
族
紛
争
解
決

9
 

被
害
者
に
対
す
る
宗
教
的
支
援
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス

 

関
係
行
政
機
関

4
 

女
性
に
対
す
る
暴
力
国
家
委
員
会

1
0
 

大
統
領
令
で
設
置
さ
れ
て
い
る
独
立
機
関
と
し
て
、
政
府
と

N
G

O

の
連
携
、
法
制
度
改
正
へ
の
働
き
か
け
、
評
価
等

 

公
的

1
6
ヶ
所

1
1
 

シ
ェ
ル
タ
ー

 
民
間

明
確
な
数
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も

2
5
の
市
民
団
体
が
被
害
者
の
た
め
の
シ
ェ
ル
タ
ー
を
保
有
し
て
い
る

1
2
。

 

関
係

H
P
リ
ン

ク
 

女
性
に
対
す
る
暴
力
国
家
委
員
会
：

h
tt

p
:/

/w
w

w
.k

om
n

a
sp

er
em

p
u

a
n

.o
r.

id
/ 

備
考

 

女
性
に
対
す
る
暴
力
国
家
委
員
会
を
中
心
に
、
政
府
と

N
G

O
の
協
力
推
進
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

 

2
0
0
1
年
の
女
性
に
対
す
る
暴
力
国
家
委
員
会
の
報
告
に
よ
る
と
、

N
G

O
と
共
同
で
暴
力
被
害
者
支
援
改
善
の
た
め
の
学
習
、
計
画
作
成
を
行
っ

て
い
る
。
警
察
と
の
協
力
も
進
め
ら
れ
て
お
り
、
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
市
で
は
暴
力
被
害
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
協
定
が
警
察
、
私
立
病

院
、
女
性
ク
ラ
イ
シ
ス
・
セ
ン
タ
ー
の

3
者
に
よ
っ
て
合
意
さ
れ
た
。
ま
た
、
女
性
に
対
す
る
暴
力
対
策
実
施
の
た
め
地
方
政
府
か
ら
助
成
金
を

受
け
て
い
る
病
院
も
あ
る
。
病
院
間
で
は
、
女
性
団
体
や
政
府
機
関
と
の
協
定
に
基
づ
い
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
構
築
さ
れ
て
き
て
お
り
、
病
院
間

の
非
公
式
な
協
力
関
係
も
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
る

1
3
。
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 基
礎
デ
ー
タ

 

国
名

 
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国

 

人
口

 
5
8
0
万
人
（

2
0
0
6
年
推
計
）

1
 

関
係
法
令

  
2
0
0
4
年
女
性
の
保
護
と
人
材
開
発
法
（

L
a
w

 o
n

 t
h

e 
D

ev
el

op
m

en
t 

a
n

d
 P

ro
te

ct
io

n
 o

f 
W

om
en

）
 

政
府
の
方
針

  
不
明

 

ラ
オ
ス
女
性
同
盟

2
 

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
問
題
の
全
般

 

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
機
関
、
村
落
の
調
停
機
関

3
 

調
停
と
教
育

 
関
係
行
政
機
関

 

警
察

4
 

告
訴
の
受
理
、
調
停
、
加
害
者
の
教
育
、
逮
捕

 

公
的

 
1
ヶ
所

 
シ
ェ
ル
タ
ー

5

民
間

 
0
と
推
測
さ
れ
る

 

関
係

H
P
リ
ン

ク
 

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
に
特
化
し
た
政
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
な
い
模
様

  

備
考

 

・
 
公
的
シ
ェ
ル
タ
ー
は
、
政
府
が
土
地
を
寄
贈
し
、
ア
ジ
ア
財
団
、
在
ラ
オ
ス
日
本
国
大
使
館
、
ユ
ニ
セ
フ
の
資
金
援
助
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ

た
。
施
設
ス
タ
ッ
フ
は
ユ
ニ
セ
フ
支
援
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
、
被
害
者
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
行
う
な
ど
し
て
い
る

6
。

 

・
 
ラ
オ
ス
女
性
同
盟
は

2
0
0
2
年

9
月
に
、
国
連
女
性
開
発
基
金
と
タ
イ
・
バ
ン
コ
ク
の
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
財
団
セ
ン
タ
ー
（

H
ot

li
n

e 
F

ou
n

d
a
ti

on
 

C
en

te
r）

の
支

援
を

受
け
て

、
女

性
に
対

す
る

暴
力
の

被
害

者
の
た

め
の

ド
ロ
ッ

プ
・

イ
ン
・

カ
ウ

ン
セ
リ

ン
グ

・
セ
ン

タ
ー

（
D

ro
p

-i
n

 

C
ou

n
se

li
n

g
 C

en
te

r）
を
ヴ
ィ
エ
ン
チ
ャ
ン
に
開
設
し
た
。
同
セ
ン
タ
ー
で
は
、
セ
ン
タ
ー
に
来
る
こ
と
が
で
き
な
い
女
性
の
た
め
に
電
話

相
談
サ
ー
ビ
ス
も
行
っ
て
い
る

7
。

 

・
 
ラ
オ
ス
女
性
の
日
常
生
活
、
保
健
衛
生
、
家
族
制
度
に
つ
い
て
の
統
計
資
料
の
ほ
と
ん
ど
は
、
外
国
か
ら
の
援
助
資
金
に
よ
る
研
究
団
体
・

N
G

O
な
ど
と
、
ラ
オ
ス
女
性
同
盟
の
協
力
に
よ
っ
て
作
成
可
能
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る

8
。

 

・
 
国
連
女
性
開
発
基
金
が
ラ
オ
ス
女
性
同
盟
に
対
す
る
人
材
育
成
支
援
を
、

U
N

D
P
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
支
援
を
行
っ
て
い
る

9
。
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1
 W

or
ld

 B
a
n

k
 G

ro
u

p
 2

0
0
7
 

2
 在

日
ラ
オ
ス
大

使
館
に
よ
る
と
、
家
庭
内
暴
力
問
題

を
主
に
扱
っ
て
い
る
の
は
ラ
オ
ス
女
性
同
盟
で
あ
る
。
人
身
売
買
に
関
し
て
は
労
働
社
会
福
祉
省
（

M
in

is
tr

y
 o

f 
L

a
b
ou

r 
a
n

d
 S

oc
ia

l 
W

el
fa

re
）

が
管
轄
と
な
っ
て
い
る
（

2
0
0
8
年

2
月

6
日
の

在
日
ラ
オ
ス
大
使
館
か
ら
の
回
答
に
基
づ
く
）
。
ラ
オ
ス
女
性
連
盟
は
、

1
9
7
5
年

1
2
月

、
ラ
オ
ス

人
民
民
主
共
和
国
の
設
立
に
伴
い
、
ラ
オ
ス
女
性
の
団

結
を
促
し

、
人

民
革
命
党

の
改
革
路
線

、
国
家
の
防
衛

、
開
発
に
協

力
さ
せ
る
た
め

の
女

性
の
全

国
的
組
織
と
し

て
発
足

し
た
。
ヴ

ィ
エ

ン
チ
ャ

ン
に
本
部
を
お

き
、
各

行
政
組
織

に
支
部
が
設

け
ら

れ
、

活
動
の
企
画

、
運
営
に
あ

た
る

女
性
た
ち

は
公

務
員

で
あ

る
。
そ
の
メ
ン

バ
ー

に
な
る
条
件
は

、
国
内
・

国
外

を
問
わ
ず

、
1
8
歳
以
上
の

ラ
オ

ス
人
女
性

で
、

女
性
同
盟

の
規
約

に
基
づ

い
て

自
発
的
に

組
織
の
活
動
に
参
加
す
る
者
と
さ
れ
て
い
る
。
現
在
は
、
人
民
革
命
党
内
の
唯
一
の
女
性
組
織
と
し
て
、
女
性
の
地
位
向
上
、
権
利
、
平
等
の
確
立
を
目
指
し
た
活
動
を
推
進
し
て
い
る
（
風
野

 2
0
0
7
:6

8
-7

3
ペ

ー
ジ
）
。
ま

た
、

国
連
女

性
差
別
撤
廃
条
約

の
報

告
書
で

も
、
ラ

オ
ス
政
府
は
、
男

女
平

等
の
実

現
は
、

国
家
機

関
に
よ

る
司
法

的
処
置

に
依
る

と
こ
ろ

も
あ
る

が
、
大
部
分
は

ラ
オ
ス

女
性
同
盟

の
管

轄
で

あ
る

と
し
て

い
る
。

ラ
オ
ス

女
性
同
盟

は
、

お
よ
そ

8
0
0
,0

0
0

人
の

職
員
を

も
つ
巨

大
組
織

で
あ
り

、
女
性

や
子
ど

も
の
正
当

な
権
利

の
代
弁

者
と

政
府
か

ら
認
識

さ
れ
て

お
り
（

L
a
o 

P
eo

p
le

’s
 

D
em

oc
ra

ti
c 

R
ep

u
b
li

c 
2
0
0

3
:p

.9
）
、

2
0
0
4
年
女

性
の
保
護
と
人
材
開
発
法
の
第

4
条
に
も
そ
の
旨

が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
 

 
3
 L

a
w

 o
n

 t
h

e 
D

ev
el

op
m

en
t 

a
n

d
 P

ro
te

ct
io

n
 o

f 
W

om
en

, 
A

rt
ic

le
 3

6
 

4
 L

a
w

 o
n

 t
h

e 
D

ev
el

op
m

en
t 

a
n

d
 P

ro
te

ct
io

n
 o

f 
W

om
en

, 
A

rt
ic

le
 3

5
 

5
 2

0
0

5
年
に
「
人
身
売
買
・

D
V
被

害
女
性
保
護
の
た
め
の
シ
ェ
ル
タ
ー
」
の
建
設
が
始
ま
り
、

2
0
0
6
年

1
月

、
国
内
初

の
シ
ェ
ル
タ
ー
を
含
む
セ
ン
タ
ー
が
首
都
・
ヴ
ィ
エ
ン
チ
ャ
ン
に
開
設
さ
れ
た
（

A
si

a
 

F
ou

n
d

a
ti

on
 2

0
0

6
）
。
在

日
ラ

オ
ス
大

使
館

に
よ
る
と

、
現

在
、
ラ
オ

ス
で

ド
メ
ス
テ

ィ
ッ

ク
・
バ
イ

オ
レ

ン
ス
に
専
門

的
に

対
処
し

て
い

る
の
は
こ

の
セ

ン
タ
ー
の

み
で

あ
り
、
ラ

オ
ス

女
性
同
盟
が

運
営
し
て
い
る
。
ス
タ
ッ
フ

6
人
が
勤
務
し
て
お
り
、

2
0
0

6
年

～
2
0
0

7
年

の
2
年
間
に
、

5
1

8
人
に
対
す
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

が
行
わ
れ
た
（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
延
べ
回
数
：

3
,4

8
6
回
）
。
セ
ン

タ
ー
に

併
設
さ
れ
た
シ
ェ
ル
タ
ー
の
最
大
収
容
数

4
0
人
だ
が
、
ラ
オ
ス
で
は
こ
の
よ
う
な
施
設
の
数
が
少
な
い
た
め
、
ラ
オ
ス
北
部
の
シ
ェ
ン
ク
ワ
ン
県
や
ル
ア
ン
パ
バ
ン
県
か
ら
連
絡
が
来
る
こ
と
も
あ
る
。

ま
た
、
ウ
ド
ム

サ
イ
県
、
ヴ
ィ
エ
ン
チ
ャ
ン
県
、
ヴ
ィ
エ
ン
チ
ャ
ン
特
別
市
、
サ
バ
ナ
ケ
ッ
ト
県
、
チ
ャ
ン
パ
サ
ッ
ク
県
に
お
い
て
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
ト
レ
ー
ニ

ン
グ

を
実
施

し
、
ド

メ
ス

テ
ィ

ッ
ク

・

バ
イ
オ
レ
ン
ス
被
害
者
に
対
応
で
き
る
人
材
を
育
成

す
る
動
き
も
広
が
り
つ
つ
あ
る
（

2
0
0

8
年

2
月

6
日
の
在

日
ラ
オ
ス
大
使
館
か
ら
の
回
答
に
基
づ
く
）
。

 
6
 A

si
a
 F

ou
n

d
a
ti

on
 2

0
0
6
 

7
 U

n
it

ed
 N

a
ti

on
 D

ev
el

op
m

en
t 

F
u

n
d

 f
or

 W
om

en
 2

0
0
3
:p

.3
 

8
 風
野

2
0

0
7
:6

9
ペ
ー
ジ

 
9
 2

0
0

8
年

2
月

6
日
の
在
日
ラ
オ

ス
大
使
館
か
ら
の
回
答
に
基
づ
く
。

 
  参

考
文
献

 

外
務
省
 

2
0
0

8
年

2
月
「
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
共
和
国
（
基
礎
デ
ー
タ
）
」

h
tt

p
:/

/w
w

w
.m

of
a
.g

o.
jp

/m
of

a
j/

a
re

a
/i

n
d

on
es

ia
/d

a
ta

.h
tm

l 
（

2
0
0
8
年

３
月

1
2
日
ア
ク

セ
ス
）

 

コ
リ
ボ
ン
ソ
、
リ
タ
・
セ
レ
ナ
 

2
0
0

1
年
「
イ

ン
ド

ネ
シ
ア
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
の
法
的
枠
組
み
」
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
人
権
情
報
セ
ン

タ
ー
編
『
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
人
権
レ
ビ
ュ
ー

2
0
0
1
 
ド
メ
ス
テ

ィ
ッ
ク
・

バ
イ
オ
レ
ン
ス
に
対
す
る
取
組
み
と
課
題
』
現
代
人
文
社
 

3
8
-4

4
ペ
ー
ジ

 
 G

ov
er

n
m

en
t 

of
 I

n
d

on
es

ia
. 

2
0
0
5
, 

J
u

ly
 2

5
. 

C
o
n

si
d

e
ra

ti
o
n

 o
f 

R
e
p

o
rt

s 
S

u
b
m

it
te

d
 b

y
 S

ta
te

s 
P

a
rt

ie
s 

u
n

d
e
r 

A
rt

ic
le

 1
8
 o

f 
th

e
 C

o
n

v
e
n

ti
o
n

 o
n

 t
h

e
 E

li
m

in
a
ti

o
n

 o
f 

A
ll

 F
o
rm

s 
o
f 

D
is

cr
im

in
a
ti

o
n

 
a
g
a
in

st
 
W

o
m

e
n

 
C

o
m

b
in

e
d

 
F

o
u

rt
h

 
a
n

d
 
F

if
th

 
P

e
ri

o
d

ic
 
R

e
p

o
rt

s 
o
f 

S
ta

te
s 

P
a
rt

ie
s,

 
In

d
o
n

e
si

a
. 

C
E

D
A

W
/C

/I
D

N
/4

-5
 N

ew
 Y

or
k

: 
U

n
it

ed
 N

a
ti

on
s.

 
h

tt
p

:/
/w

w
w

.u
n

.o
rg

/w
om

en
w

a
tc

h
/d

a
w

/c
ed

a
w

/r
ep

or
ts

.h
tm

#
i 

(a
cc

es
se

d
 o

n
 M

a
rc

h
 3

1
, 

2
0
0
8
) 

 
N

a
ti

on
a

l 
C

om
m

is
si

on
 V

io
le

n
ce

 A
g
a
in

st
 W

om
en

 (
K

om
n

a
s 

P
er

em
p

u
a
n

).
 2

0
0
7
, 

J
u

ly
. 

In
 H

o
m

e
s,

 R
e
fu

g
e
e
 C

a
m

p
s 

a
n

d
 t

h
e
 J

u
d

ic
ia

l 
S

y
st

e
m

: 
V

io
le

n
ce

 A
g
a
in

st
 W

o
m

e
n

 f
ro

m
 

R
e
g
io

n
 t

o
 R

e
g
io

n
—

2
0
0

6
 A

n
u

a
l 

N
o
te

s 
o
n

 V
io

le
n

ce
 A

g
a
in

st
 W

o
m

e
n

. 
h

tt
p

:/
/w

w
w

.k
om

n
a
sp

er
em

p
u

a
n

.o
r.

id
/p

u
b
li

c/
E

n
g
li

sh
%

2
0
V

%
2
0
C

a
ta

ta
h

u
n

%
2
0
0
6
.p

d
f 

(a
cc

es
se

d
 

on
 M

a
rc

h
 3

1
, 
2
0
0

8
) 
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 基
礎
デ
ー
タ

 

国
名

 
マ
レ
ー
シ
ア

 

人
口

 
2
,6

6
4
万
人
（

2
0
0
5
年
推
計
）

1
 

関
係
法
令

  
1
9
9
4
年
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
法
（

1
9
9

6
年
施
行
）
（

D
om

es
ti

c 
V

io
le

n
ce

 A
ct

 1
9
9
4
）

 

1
9
5
7
年
既
婚
女
性
法
（

1
9
9

4
年
修
正
）
（

M
a
rr

ie
d

 W
om

en
 A

ct
 1

9
5
7
）

 

政
府
の
方
針

  
第

9
次
マ
レ
ー
シ
ア

5
カ
年
計
画
（

2
0
0

6
-2

0
1
0
）
「
第

1
3
章
：
女
性
と
開
発
」

2
(N

in
th

 M
a
la

y
si

a
 P

la
n

 2
0
0
6
-2

0
1
0
, 

C
h

a
p

te
r 

1
3
) 

女
性
行
動
計
画
（

W
om

en
’s

 A
ct

io
n

 P
la

n
）

 

女
性
・
家
族
・
地
域
共
同
体
開
発
省
 
社
会
福
祉
局

4
 

被
害
者
の
保
護

5
、
加
害
者
更
生

6
、
保
護
命
令
運
用
の
た
め
の
関
係
省
庁
の
連
携

7
 

警
察

 
加
害
者
の
検
挙
、
被
害
者
の
保
護
、
住
居
専
有
命
令
の
実
行

8
 

裁
判
所

 
保
護
命
令
な
ど

 

首
相
局
イ
ス
ラ
ム
宗
教
部

9
 

イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
加
害
者
更
生

1
0
 

関
係
行
政
機
関

3
 

保
健
省

1
1
 

暴
力
の
予
防

 

公
的

 
明
確
な
数
は
不
明
で
あ
る

1
2
。

 

シ
ェ
ル
タ
ー

 

民
間

 
2
0
0
0
年
現
在

7
5
ヶ
所
と
い
う
報
告
が
あ
る
が
、
明
確
な
数
は
不
明
で
あ
る

1
3
。

 

関
係

H
P
リ
ン

ク
 

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
に
特
化
し
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
不
明
だ
が
、
女
性
・
家
族
・
地
域
共
同
体
開
発
省
（

M
in

is
tr

y
 o

f 
W

om
en

 a
n

d
 

F
a
m

il
y
 D

ev
el

op
m

en
t）

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
、
女
性
政
策
全
般
を
扱
っ
て
い
る
。

 

女
性
・
家
族
・
地
域
共
同
体
開
発
省
：

h
tt

p
:/

/w
w

w
.k

p
w

k
m

.g
ov

.m
y
/  

 

備
考

 

・
女
性
・
家
族
・
地
域
共
同
体
開
発
省
は
、

N
G

O
に
財
政
支
援
を
し
た
り
事
業
に
協
力
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
女
性
や
子
ど
も
の
福
祉
増
進
を

図
っ
て
い
る
。
同
省
は

N
G

O
と
と
も
に
、
女
性
に
対
す
る
暴
力
の
撤
廃
を
訴
え
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
積
極
的
に
繰
り
広
げ
て
き
た

1
4
。

 

・
 
女
性
団
体
国
民
評
議
会

1
5
は
、
「
開
発
に
お
け
る
女
性
」
に
関
し
て
果
た
し
た
役
割
が
政
府
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
女
性
や
子
ど
も
、
ま

た
予
算
編
成
に
先
立
つ
話
し
合
い
な
ど
の
主
要
な
政
府
の
審
議
会
す
べ
て
に
代
表
を
送
り
こ
む
よ
う
に
な
っ
た

1
6
。

 

・
 
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
法
の
実
施
後
、
政
府
は

N
G

O
が
運
営
し
て
い
た
避
難
所
に
資
金
援
助
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た

1
7
。
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1
 外

務
省

2
0

0
8

 
2
 E

co
n

om
ic

 P
la

n
n

in
g
 U

n
it

 P
ri

m
e 

M
in

is
te

r’
s 

D
ep

a
rt

m
en

t 
2
0
0
6
 

3
 M

in
is

tr
y
 o

f 
W

om
en

 a
n

d
 F

a
m

il
y
 D

ev
el

op
m

en
t 

2
0
0
5
 

4
 M

in
is

tr
y
 o

f 
W

om
en

 a
n

d
 F

a
m

il
y
 D

ev
el

op
m

en
t,

 S
oc

ia
l 

W
el

fa
re

 D
ep

a
rt

m
en

t 
5
 D

om
es

ti
c 

V
io

le
n

ce
 A

ct
, 

S
ec

ti
on

 1
9
 

6
 D

om
es

ti
c 

V
io

le
n

ce
 A

ct
, 

S
ec

ti
on

 1
1
 

7
 ジ
ョ
サ
イ
ア
ー

、
ア
イ
ヤ
ー

 2
0

0
1
:6

2
ペ
ー
ジ

 
8
 D

om
es

ti
c 

V
io

le
n

ce
 A

ct
, 

S
ec

ti
on

 1
9
 

9
 I

sl
a

m
ic

 A
ff

a
ir

s 
D

iv
is

io
n

 o
f 

th
e 

P
ri

m
e 

M
in

is
te

r’
s 

D
ep

a
rt

m
en

t 
(B

A
H

IS
) 

1
0
 D

om
es

ti
c 

V
io

le
n

ce
 A

ct
, 

S
ec

ti
on

 1
1
 

1
1
 M

in
is

tr
y
 o

f 
H

ea
lt

h
 

1
2
 以
下
の
記
述
が
散
見
さ
れ
る
。

 
・

政
府

の
シ

ェ
ル

タ
ー

は
貧
困

者
、
身

体
障

害
者

、
高
齢

者
、
捨

て
ら

れ
た

者
を
含
む

女
性

や
少

女
の

た
め

の
家

で
あ

り
、

家
庭

内
暴

力
の

被
害

者
に
特

定
し
た

政
府

シ
ェ

ル
タ

ー
は

み
ら

れ
な

い
(ジ
ョ

シ

ア
2
0

0
0
:3

4
ペ

ー
ジ

)。
 

・
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ

ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
法
の
制
定
に
伴
い
、
政
府
の
福
祉
事
務
所
は
、
必
要
な
場
合
は
シ
ェ
ル
タ
ー
を
提
供
し
て
被
害
者
の
支
援
に
あ
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
た
。
直
ち
に
シ

ェ
ル
タ
ー
が
必
要
な
場
合
は
、
女
性
は
ま
ず
福
祉
事
務
所
に
行
く
。
そ
こ
で
福
祉
官
が
警
察
報
告
書
の
作
成
を
手
伝
い
、
女
性
と
子
ど
も
の
た
め
に
一
時
的
シ
ェ
ル
タ
ー
を
手
配
し
、
医
療
ケ
ア
の
手
配
を

す
る
（
ジ
ョ
シ
ア

2
0

0
0
:3

4
ペ

ー
ジ

; 
ジ
ョ
サ
イ
ア

ー
、
ア
イ
ヤ
ー

 2
0
0

1
:6

1
ペ

ー
ジ
）
。

 
・

1
9
9

4
年
に
政
府
の
病
院
の
事
故
・
緊
急
対
応
ユ
ニ
ッ
ト
に
設
置

さ
れ
た
立
ち
寄
り
緊
急
支
援

セ
ン
タ
ー
は
、

家
庭
内
暴
力
を

保
健
問
題
と
し

て
定
義
し
て
い

る
点
で
他
国
よ

り
先
ん
じ
て
い

る
（
ジ
ョ
シ

ア
2
0

0
0
:3

4
ペ

ー
ジ
）
。

 
・

D
V
被
害
者
が

全
手
続
を
終
え
ら
れ
る
初
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
避
難
セ
ン
タ
ー
は
、

1
9
8

6
年
に
ク

ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
の
国
立
病
院
に
設
置
さ
れ
た
。

2
つ
目
は
、

8
年
後
に
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
の
総
合
病
院

に
開
設
さ
れ
た
。

1
9
9

6
年
に
保
健
省
（

M
in

is
tr

y
 o

f 
H

ea
lt

h
）
は
、
す
べ
て
の
州
立
病
院
に
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
避
難
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
と
宣
言
し
た
（

U
N

IF
E

M
 2

0
0
3
）
。
そ

の
後
、
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
避
難
セ
ン
タ
ー
が
す
べ
て
の
国
立
病
院
に
併
設
さ

れ
、

N
G

O
の
助
け
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
（
女
性
団
体
国
民
評
議
会

 2
0
0
5
:4

8
ペ
ー

ジ
）
。

 
・
マ
レ
ー
シ
ア
政
府
は
家
庭
内
暴
力
の
被
害
者
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、
女
性
と
子
ど
も
に
対
す
る
暴
力
（
特
に
レ
イ
プ
と
家
庭
内
暴
力
）
に
対
処
す
る
た
め
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
避
難
セ
ン
タ
ー
を
す
べ

て
の
州
に
設
置

し
て
い
る
（

U
N

IF
E

M
 2

0
0
3
）

。
 

1
3
 以
下
の
記
述
が
散
見
さ
れ
る
。

 
・
女
性
の
た
め
の
避
難
所
を
提
供
す
る
た
め
に

1
9
8
1
年
に
結
成

さ
れ
た

N
G

O
、
女
性
救
援
機
構
（

W
om

en
’s

 A
id

 O
rg

a
n

iz
a
ti

on
）
が
、

1
9
8

2
年

9
月
に
、
マ

レ
ー
シ
ア
初
の
避
難
所
で
あ
る
女
性
救
援

機
構
避
難
セ
ン
タ
ー
（

T
h

e 
W

A
O

 R
ef

u
g
e）

を
開
設
し
た
。

1
9
9

1
年
に
は
第
二
の
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
自
立
し
た
生
活
を
送
る
こ
と
を
決
め
た
女
性
の
子
ど
も
を
収
容
す
る
た
め
の
、
児
童
ケ
ア
・
セ

ン
タ
ー
を
設
立
し
た
。
か
つ
て
シ
ェ
ル
タ
ー
の
住
人
で
あ
っ
た
子
ど
も
た
ち
を
対
象
に
し
た
奨
学
金
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
、
シ
ェ
ル
タ
ー
に
助
け
を
求
め
に
く
る
女
性
た
ち
へ
の
少
額
ロ
ー
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

開
始
し
た
（
ジ
ョ
シ
ア

2
0

0
0
:3

3
ペ
ー
ジ

; 
ジ
ョ

サ
イ
ア
ー
、
ア
イ
ヤ
ー

2
0
0

1
:6

2
ペ
ー
ジ
；
田
村

 2
0
0

4
:9

5
ペ
ー

ジ
）
。

 
・

N
G

O
が
運
営
す
る
避
難
所
は
、

2
0
0

0
年
現

在
7
5
ヶ
所
（
田
村

 2
0
0
3
:5

4
ペ
ー

ジ
）
。

 
・

2
0
0

2
年
に
「

女
性
に
対
す
る
暴
力
」
に
関
す
る
国
家

的
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
行
わ
れ
、
す
べ
て
の
州
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
が
設
立

さ
れ
た
。
約

3
0

0
人
の
こ

れ
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
の
メ
ン
バ
ー
は
、

被
害
者
保
護
や
暴
力
防
止
の
た
め
の
啓
蒙
活
動
に
必
要
な
訓
練
を
受
け
、
地
域
の
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
・
病
院
・
シ
ェ
ル
タ
ー
に
配
置
さ
れ
た
（

E
co

n
om

ic
 P

la
n

n
in

g
 U

n
it

 P
ri

m
e 

M
in

is
te

r’
s 

D
ep

a
rt

m
en

t 
2

0
0
6
: 

p
p

.2
8

1
-2

9
4
）
。

 
1
4
 女

性
団
体
国
民
評
議
会

 2
0
0

5
:2

7
-2

8
、

4
8
-5

0
ペ

ー
ジ

 
1
5
 1

9
6

3
年
発
足

。
国
の
開
発
の
中
で
女
性
の
地
位
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
諮
問
機
関
と
し
て
設
立
さ
れ
、

2
0
0
5
年
現
在
、
マ
レ
ー

シ
ア
各
地
の

1
1
5
団
体
が
加
盟

。
マ
レ
ー
シ
ア
最
大
の
女
性

N
G

O
の
連

合
組
織
と
し
て
、
女
性
へ
の
暴
力
防
止
に
関
し
て
法
の
整
備
や
改
正
を
求
め
、
ロ
ビ
ー
活
動
を
行
っ
て
き
た
。

 
1
6
 女

性
団
体
国
民
評
議
会

 2
0
0

5
:5

0
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ラ
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 基
礎
デ
ー
タ

 

国
名

 
ミ
ャ
ン
マ
ー

 

人
口

 
5
,3

2
2
万
人

1
 

関
係
法
令

  
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
に
関
す
る
特
別
法
は
な
い

2
。

 

政
府
の
方
針

 

1
9
9
6
年
に
政
府
は
、
北
京
女
性
国
際
会
議
行
動
計
画
と
将
来
の
女
性
発
展
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
施
行
に
向
け
て
「
女
性
の
た
め
の
国
家
委
員

会
（

M
y
a
n

m
a
r 

N
a
ti

on
a
l 
C

om
m

it
te

e 
fo

r 
W

om
en

's
 A

ff
a
ir

s:
 M

W
C

W
A
）
」
を
立
ち
上
げ
、
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
減
ら
す
こ
と
を
目
標

と
し
て
い
る

3
。

 

女
性
の
た
め
の
国
家
委
員
会

4
（

M
W

C
W

A
）

 
政
策
策
定

 

関
係
行
政
機
関

 

女
性
の
問
題
連
盟

5
（

M
W

A
F
）

 
女
性
生
活
の
向
上
と
保
護

 

公
的

 
シ
ェ
ル
タ
ー
数
は
不
明
。
公
的
か
民
間
か
は
不
明
だ
が
、
す
べ
て
の
行
政
区
（
タ
イ
ン
と
呼
ば
れ
る
管
区
お
よ
び
ピ
ー
ネ
ー
と
呼
ば
れ
る
州
）
に

女
性
に
対
す
る
暴
力
被
害
者
向
け
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
・
セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
て
い
る

6
。

 

シ
ェ
ル
タ
ー

 

民
間

 
不
明
。

 

関
係

H
P
リ
ン

ク
 

政
府
に
よ
る
女
性
に
対
す
る
暴
力
に
特
化
し
た

H
P
は
な
い
模
様
。

 

備
考

 
特
記
な
し
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 基
礎
デ
ー
タ

 

国
名

 
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国

 

人
口

 
8
,3

1
0
万
人
（

2
0
0
6
年
推
計
）

1
 

関
係
法
令

  
2
0
0
4
年
女
性
と
そ
の
子
ど
も
に
対
す
る
暴
力
防
止
法
（

A
n

ti
-V

io
le

n
ce

 A
g
a
in

st
 W

om
en

 a
n

d
 T

h
ei

r 
C

h
il

d
re

n
 A

ct
 o

f 
2
0
0
4
）

 

政
府
の
方
針

  
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
敏
感
な
フ
ィ
リ
ピ
ン
開
発
計
画
（

P
h

il
ip

p
in

e 
P

la
n

 F
or

 G
en

d
er

-R
es

p
on

si
v
e 

D
ev

el
op

m
en

t 
1
9
9
5
-2

0
2

5
）「

第
１
部
 
開

発
の
枠
組
み
」
「
第

5
部
 
特
定
分
野
：
第

1
9
章
 
女
性
に
対
す
る
暴
力
」

2
 

社
会
福
祉
開
発
省

4
 

被
害
者
保
護
、
加
害
者
更
生

 

保
健
省

5
 

被
害
者
の
治
療
・
保
護

 

国
家
捜
査
局
・
女
性
と
子
ど
も
に
対
す
る
暴
力
部

6
 

捜
査
・
被
害
者
保
護

 

フ
ィ
リ
ピ
ン
国
家
警
察
 
女
性
・
子
ど
も
の
た
め
の
保
護
デ
ス
ク

7
 

被
害
者
保
護
、
加
害
者
の
検
挙

 

関
係
行
政
機
関

3
 

 

フ
ィ
リ
ピ
ン
女
性
の
役
割
全
国
委
員
会

8
 

啓
発

 

公
的

 
社
会
福
祉
開
発
省
が
運
営
す
る
「

T
h

e 
H

A
V

E
N
」
と
呼
ば
れ
る
シ
ェ
ル
タ
ー
が
全
国
に

1
2
ヶ
所
あ
り
、
暴
力
の
被
害
女
性
の
他
、
未
婚
の
母
や

被
扶
養
者
を
保
護
し
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
実
施
し
て
い
る

9
。

 
シ
ェ
ル
タ
ー

 

民
間

 
明
確
な
数
は
不
明
で
あ
る

1
0
。

 

関
係

H
P
リ
ン

ク
 

フ
ィ
リ
ピ
ン
女
性
の
役
割
全
国
委
員
会
：

h
tt

p
:/

/w
w

w
.n

cr
fw

.g
ov

.p
h

/ 

備
考

 
・
 

1
9
9
3
年
に
、

N
G

O
が
連
合
し
て

K
A

L
A

K
A

S
A

N
と
称
し
、
行
政
と
と
も
に
、

P
ro

je
ct

 H
A

V
E

N
1
1
 と
呼
ば
れ
る
取
り
組
み
を
始
め
た
。

 

・
 

L
ih

ok
 P

il
ip

in
a
（

N
G

O
団
体
、
在
セ
ブ
市
）
は
、
市
政
府
と
共
同
で
シ
ェ
ル
タ
ー
を
運
営
し
て
い
る

1
2
。
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ピ
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ピ
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を
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p
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ti
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m
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si
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n
 t

h
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ol
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of
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il

ip
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W

om
en

 
9
 2

0
0
8
年

3
月

1
0
日
付

 D
ep

a
rt

m
en

t 
of

 S
oc

ia
l 

W
el

fa
re

 a
n

d
 D

ev
el

op
m

en
t,

 P
ol

ic
y
 D

ev
el

op
m

en
t 

a
n

d
 P

la
n

n
in

g
 B

u
re

a
u
か
ら
の
回
答
に
基
づ
く
。
ま
た
、
保
健
省
は

W
om

en
 a

n
d

 C
h

il
d

re
n

 
P

ro
te

ct
io

n
 P

ro
g
ra

m
を
全
土

4
4
の
国
立
病
院
で
制
度
化
、
現
在
で
は

W
om

en
 a

n
d

 C
h

il
d

re
n

 P
ro

te
ct

io
n

 U
n

it
 (

W
C

P
U

)と
呼
ば

れ
、
各
ユ
ニ
ッ
ト
は
被
害
者
へ
の
ヘ
ル
ス
ケ
ア
を

2
4
時
間
体
制

で
迅
速
に
提
供
し
て
い
る
。

W
C

P
U

の
医
師
が
暴

力
の
被
害
者
女
性
・
子
ど
も
の
ニ
ー
ズ
に
能
力
・
思
い
や
り
を
持
っ
て
対
応
す
る
た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
も
行
っ
た

(N
C

R
F

W
 

2
0
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5
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.8

8
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1
0
 S

ob
ri
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h
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0
0
4
:4

9
-6

2
ペ
ー

ジ
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
や
人
権
に
か
か
わ
る
団
体
が
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
団
体
の
い
く
つ
か
は
、
シ
ェ
ル
タ
ー
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
シ
ェ
ル
タ
ー
の
数
や
、

D
V
被
害
者
用
の
シ
ェ
ル
タ
ー
で
あ
る
か
、
な
ど
は
不
明
で
あ
る
。

 
1
1
 正
式
名
称
は
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p
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n
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。

 
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
国
立
病
院
を
拠
点
と
す
る
女
性
へ
の
暴
力
被
害
者
の
た
め
の
治
癒
セ
ン
タ
ー
を
検
証
。
そ
の
成
果
は
、
様
々
な
政
府
機
関
に
お
け
る
女
性
へ
の
暴
力
被
害
者
へ
の
適
切
な
対
処
の

プ
ロ
ト
コ
ル
開
発
や
、
病
院
を
拠
点
と
す
る
ク
ラ
イ
シ
ス
・
セ
ン
タ
ー
設
立
の
た
め
の
ビ
デ
オ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
開
発
に
つ
な
が
っ
た

(N
C

R
F

W
 2

0
0
5
)。

P
ro

je
ct

 H
A

V
E

N
は
病
院
を
基
盤
と
し
た
危

機
介
入
セ
ン
タ
ー
で
あ
り
、
医
療
や
法
的
サ
ー
ビ
ス
、
ま
た
被
害
者
が
必
要
と
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
す
べ
て
１
ヶ
所
で
提
供
す
る
「
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
シ
ョ
ッ
プ
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
（

A
S

E
A

N
 

S
ec

re
ta

ri
a
t 

2
0

0
1
: 

p
p

.5
8
-5

9
; 
ク
マ
ラ
ス
ワ
ミ

2
0
0
1
:9

1
ペ
ー
ジ
）
。

 
1
2
 2

0
0

8
年

2
月

の
C

a
ro

ly
n

 I
. 

S
ob

ri
tc

h
ea
氏
か

ら
の
回
答
に
基
づ
く
。

N
G

O
は
、
政
府
が
認
識
す
る
前
か
ら
家
庭
内
暴
力
を

公
的
問
題
と
位
置
づ
け
、
教
会
グ
ル
ー
プ
と
と
も
に
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行

っ
て
き
た
。
政
府
機
関
や
地
方
自
治
体
は
、
暴
力
の
女
性
被
害
者
を
支
援
す
る
に
あ
た
っ
て

N
G

O
に
よ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
倣
っ
て
き
た
（

N
C

R
F

W
 2

0
0
5
）
。

 
  参

考
文
献

 

ク
マ
ラ
ス
ワ
ミ
、
ラ
デ
ィ
カ
 

2
0
0

1
年
「
家
庭

内
に
お
け
る
女
性
に
対
す
る
暴
力
：
ラ
デ
ィ
カ
・
ク
マ
ラ
ス
ワ
ミ
国
連
人
権
委
員
会
特
別
報
告
者
 
報
告
書
（
抜
粋
）
」
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
人
権
情
報
セ
ン
タ

ー
編
『
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
人
権
レ
ビ
ュ
ー

2
0
0

1
 
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
に
対
す
る
取
組
み
と
課
題
』
現
代
人
文
社
 

8
2
-9

4
ペ
ー

ジ
 

フ
ィ
リ
ピ
ン
大
統
領
府
フ
ィ
リ
ピ
ン
女
性
の
役
割
全
国

委
員
会
、
財
団
法
人
ア
ジ
ア
女
性
交
流
・
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
編
 

1
9
9
7

年
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
女
性
」
『
ア
ジ
ア
女
性
シ
リ
ー
ズ

N
o.

5
』
財
団
法
人
ア

ジ
ア
女
性
交
流
・
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム

 
 A

S
E

A
N

 S
ec

re
ta

ri
a
t.

 2
0

0
1
. 

T
h

e
 A

d
v
a
n

ce
m

e
n

t 
o
f 

W
o
m

e
n

 i
n

 A
S

E
A

N
, 

2
n

d
 R

e
g
io

n
a
l 

R
e
p

o
rt

. 
 

N
a
ti

on
a

l 
C

om
m

is
si

on
 o

n
 t

h
e 

R
ol

e 
of

 F
il

ip
in

o 
W

om
en

 (
N

C
R

F
W

).
 2

0
0
5
. 

R
e
p

o
rt

 o
n

 t
h

e
 S

ta
te

 o
f 

F
il

ip
in

o
 W

o
m

e
n

 2
0
0
1
-2

0
0
3
. 

 
h

tt
p

:/
/w

w
w

.n
cr

fw
.g

ov
.p

h
/i

n
si

d
e_

p
a
g
es

/d
ow

n
lo

a
d

s/
re

p
or

ts
/r

sf
w

2
0
0

1
to

2
0
0

3
/d

ef
a
u

lt
.h

tm
 (

a
cc

es
se

d
 o

n
 F

eb
ru

a
ry

 2
8
, 

2
0
0
8
) 

S
ob

ri
tc

h
ea

, 
C

a
ro

ly
n

 I
. 

2
0
0
4
. 

“G
en

d
er

 A
ss

es
sm

en
t 

of
 U

S
A

ID
/P

h
il

ip
p

in
es

 S
tr

a
te

g
y
 f

or
 2

0
0
5
-2

0
0
9
.”
 

 
h

tt
p

:/
/p

h
il

ip
p

in
es

.u
sa

id
.g

ov
/d

oc
u

m
en

ts
/a

b
ou

t/
st

ra
te

g
y
_g

en
d

er
_a

ss
es

sm
en

t_
0
5
_0

9
.p

d
f 

(a
cc

es
se

d
 o

n
 M

a
rc

h
 1

8
, 

2
0
0
8
) 

W
or

ld
 B

a
n

k
. 

2
0
0
7
, A

p
ri

l.
 “

P
h

il
ip

p
in

es
 D

a
ta

 P
ro

fi
le

.”
 W

o
rl

d
 D

e
v
e
lo

p
m

e
n

t 
In

d
ic

a
to

rs
 D

a
ta

b
a
se

. 
h

tt
p

:/
/d

ev
d

a
ta

.w
or

ld
b
a
n

k
.o

rg
/e

x
te

rn
a
l/

C
P

P
ro

fi
le

.a
sp

?P
T

Y
P

E
=

C
P

&
C

C
O

D
E

=
P

H
L

 (
a
cc

es
se

d
 o

n
 M

a
rc

h
 1

8
, 

2
0
0
8
)
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フィリピン



 

 基
礎
デ
ー
タ

 

国
名

 
大
韓
民
国

 

人
口

 
約

4
,9

0
0
万
人
（

2
0
0
7
年

1
0
月
現
在
）

1
 

関
係
法
令

 
家
庭
暴
力
犯
罪
の
処
罰
等
に
関
す
る
特
例
法
 
（

1
9
9

7
年
制
定
、

1
9
9
8
年
施
行
）
 

 

家
庭
暴
力
防
止
及
び
被
害
者
保
護
等
に
関
す
る
法
律
 
（

1
9
9
7
年
制
定
、

1
9
9
8
年
施
行
）

 

政
府
の
方
針

 

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
に
関
し
て
の
み
の
具
体
的
な
方
針
は
な
い
が
、
女
性
家
族
府
（
当
時
）
の
『
ビ
ジ
ョ
ン

2
0
3
0
力
点
推
進
課
題
』
の
中
に
、
「
性

売
買
防
止
政
策
転
換
・
女
性
暴
力
被
害
総
合
的

 ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
体
系
用
意
」
と
し
て
、
金
大
中
政
権
で
は
女
性
保
護
が
中
心
で
あ
っ
た
Ｄ
Ｖ

問
題
対
応
を
系
統
的
な
支
援
方
法
に
転
換
す
る
と
い
う
よ
う
な
大
ま
か
な
方
針
が
あ
る

2
。

 

女
性
部

3
 

広
報
啓
発
、
研
修

 

地
方
公
共
団
体
（
特
別
市
、
広
域
市
、
道
、
市
、
郡
、
自
治
区
）

 
国
の
法
令
の
範
囲
内
に
お
い
て
条
例
を
制
定

 

法
院
（
大
法
院
、
高
等
法
院
、
地
方
法
院
、
家
庭
法
院
な
ど
）

 
保
護
命
令
制
度

 
関
係
行
政
機
関

 

警
察

 生
活
安
全
課

 
検
事
の
指
揮
を
受
け
て
捜
査
及
び
捜
査
の
補
助
を
行
う

 

公
的

 
１
ヶ
所

4
 

シ
ェ
ル
タ
ー

民
間

 
5
7
ヶ
所

5
 

関
係

H
P
リ
ン

ク
 

女
性
部
：
 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.m

og
ef

.g
o.

k
r/

  

更
生
保
護
公
団
：
 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.m

oj
ra

.o
r.

k
r/
 

 

法
制
処
：
 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.k

la
w

.g
o.

k
r/

 

備
考

 
シ
ェ
ル
タ
ー
は
国
が
費
用
を
全
面
的
に
負
担
し
て
い
る
が
、
民
間
が
運
営
し
て
い
る

6
。
 

 

3
6
0
か
所
あ
る
相
談
所
は
大
部
分
が
民
間
運
営
で
、
一
部
国
の
補
助
金
が
支
給
さ
れ
て
い
る

7
。
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韓国



 

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
1
 外

務
省

 2
0
0
8
 

2
 前

政
権
（
金
大

中
）
か
ら
現
政
権
（
盧
武
鉉
）
に
移

行
す
る
際
の
政
策
方
針
の
図
が
提
示
さ
れ
て
い
る
（

M
in

is
tr

y
 o

f 
G

en
d

er
 E

q
u

a
li

ty
）

 
3
 M

in
is

tr
y
 o

f 
G

en
d

er
 E

q
u

a
li

ty
; 

2
0
0
8
年

2
月
末
日
に
、
前
身
の
女
性
家
族
部
が
女
性
部
と
家
族
部
に
分
離
さ
れ
た
。

 
4
 N

P
O

法
人
全
国
女
性
シ
ェ
ル
タ
ー
ネ
ッ
ト
 

2
0
0
7
:2

9
ペ
ー
ジ

 
5
 同
上

:2
8
ペ
ー

ジ
 

6
 同
上

:2
8
ペ
ー

ジ
 

7
 同
上

:2
6
ペ
ー

ジ
 

  

参
考
文
献

 

外
務
省
 

2
0
0

8
年

3
月
「
大
韓

民
国
（
基
礎
デ
ー
タ
）
」

h
tt

p
:/

/w
w

w
.m

of
a
.g

o.
jp

/m
of

a
j/

a
re

a
/k

or
ea

/d
a
ta

.h
tm

l（
2
0
0

8
年

3
月

1
3
日
ア
ク
セ

ス
）

 
N

P
O

法
人
全
国
女
性
シ
ェ
ル
タ
ー
ネ
ッ
ト
 

2
0
0

7
年
『
［
ノ
ー
モ

ア
D

V
］

D
V
根

絶
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
第

1
0
回

全
国
シ
ェ
ル

タ
ー
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

2
0
0
7
資
料
集

』
11

月
2
3
日

～
2
5
日

 
 M

in
is

tr
y
 o

f 
G

en
d

er
 E

q
u

a
li

ty
. 

“P
ol

ic
y
 C

h
a
n

g
e.

” 
h

tt
p

:/
/w

w
w

.m
og

ef
.g

o.
k

r/
h

tm
le

n
g
/v

is
io

n
2
0
3
0
_e

n
g
/1

_c
on

te
n

ts
0
1
.h

tm
l 

(a
cc

es
se

d
 o

n
 M

a
rc

h
 1

3
, 

2
0
0
8
) 

－ 129 －

韓国



 

 基
礎
デ
ー
タ

 

国
名

 
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

 

人
口

 
4
5
8
万

8
,6

0
0
人
（
内
、
国
民
・
永
住
者
は

3
5
8
万

3
,1

0
0
人
）
（

2
0
0

7
年
推
計
）

1
 

関
係
法
令

  
1
9
9
6
年
改
正
女
性
憲
章

 (
W

om
en

’s
 C

h
a
rt

er
) 
（

1
9
9
7
年
施
行
）

 

政
府
の
方
針

 

2
0
0
1
年
に
、
地
域
開
発
ス
ポ
ー
ツ
省

(当
時

)が
5
カ
年
計
画
を
策
定

2
。
当
初
の

5
年
間
が
終
了
し
た
後
、
地
域
開
発
青
年
ス
ポ
ー
ツ
省
が
、
以

下
の

3
つ
の
目
標
を
設
定
し
て
い
る

3
。

 

1
. 
民
間
福
祉
団
体
と
の
連
携
の
下
、
安
全
で
安
心
で
き
る
環
境
作
り
の
促
進

4
、

2
. 
連
携
団
体
の
専
門
家
養
成

5
、

3
. 
啓
発
活
動
の
促
進

6
 

地
域
開
発
青
年
ス
ポ
ー
ツ
省
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
保
護
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
局

7
 

広
報
啓
発
、
研
修
、
被
害
者
保
護
、
加
害
者
更
生

 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
警
察
運
用
部

8
 

加
害
者
の
検
挙

 
関
係
行
政
機
関

 

下
級
裁
判
所
家
庭
法
廷

9
 

保
護
命
令
制
度
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

 

公
的

 
0
ヶ
所

 
シ
ェ
ル
タ
ー

 

民
間

 
3
ヶ
所
（
政
府
が
運
営
費
の

5
0
％
を
助
成
）

1
0
 

関
係

H
P
リ
ン

ク
 

地
域
開
発
青
年
ス
ポ
ー
ツ
省
：

h
tt

p
:/

/a
p

p
.m

cy
s.

g
ov

.s
g
/w

eb
/f

a
m

l_
su

p
fa

m
l_

fa
m

il
y
p

ro
te

ct
io

n
.a

sp
 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
政
府
：

h
tt

p
:/

/f
cd

.e
ci

ti
ze

n
.g

ov
.s

g
/F

a
m

il
y
N

C
om

m
u

n
it

y
S

u
p

p
or

t/
S

to
p

F
a
m

il
y
V

io
le

n
ce

/  

備
考

  

・
 
「
『
多
く
の
手
に
よ
る
支
援
』
ア
プ
ロ
ー
チ
｣
（

"M
a
n

y
 H

el
p

in
g
 H

a
n

d
s”

 A
p

p
ro

a
ch

）
を
採
り
、
民
間
福
祉
団
体
お
よ
び
関
係
機
関
の

緊
密
な
連
携
を
促
進
し
て
い
る

1
1
。

 

・
 
地
域
開
発
青
年
ス
ポ
ー
ツ
省
は

1
9
9
9
年
に
、「
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
け
る
家
族
間
暴
力
ケ
ー
ス
の
統
合
管
理
」（

In
te

g
ra

te
d

 M
a
n

a
g
em

en
t 

of
 F

a
m

il
y
 V

io
le

n
ce

 C
a
se

s 
in

 S
in

g
a
p

or
e）

と
題
さ
れ
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
、
関
係
行
政
機
関
や

N
G

O
の
役
割
、
対
応
、
手
続
等

を
定
め
、
定
期
的
に
更
新
し
て
い
る

1
2
。

 

・
 
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
内
に

3
6
カ
所
設
置
さ
れ
て
い
る
家
族
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
（

F
a
m

il
y
 S

er
v
ic

e 
C

en
tr

e）
で
、
被
害
者
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン

グ
や
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
、
電
話
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
な
ど
被
害
者
援
助
を
行
っ
て
い
る
。
家
族
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
は
、
地
域
開
発
青
年
ス
ポ
ー
ツ

省
の
所
管
団
体
で
あ
り
、
同
省
か
ら
の
助
成
を
受
け
て
民
間
福
祉
団
体
が
運
営
し
て
い
る

1
3
。
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シンガポール



 

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
1
 S

in
g
a
p

or
e 

D
ep

a
rt

m
en

t 
of

 S
ta

ti
st

ic
s 

2
0
0
8

 
2
 M

in
is

tr
y
 o

f 
C

om
m

u
n

it
y
 D

ev
el

op
m

en
t,

 Y
ou

th
 a

n
d

 S
p

or
ts

 2
0
0
4
: 

p
.5

5
 

3
 
2
0
0

8
年

2
月

2
6
日
付
け

 M
in

is
tr

y
 o

f 
C

om
m

u
n

it
y
 D

ev
el

op
m

en
t,

 Y
ou

th
 a

n
d

 S
p

or
ts

, 
F

a
m

il
y
 P

ol
ic

y
 U

n
it

, 
W

om
en

’s
 D

es
k
か
ら
の
回
答

に
基
づ
く
。

 
4
 意
識
啓
発
と
被

害
者
・
加
害
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
の
中
心
と
し
て
活
動
す
る
民
間
福
祉
団
体
を
座
長
と
し
、

6
つ
の
家
族
間

暴
力
検
討
委
員
会
を
開
催
。
被
害
者
の
安
全
確
保
と
刑
務
所
内
で
の
家
族

間
暴
力
加
害
者
に
対
す
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
べ
く
、
警
察
、
刑
務
所
、
民
間
福
祉
団
体
と
の
連
携
を
進
め
て
い
る

(同
上

)。
 

5
 義

務
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
践
ガ
イ
ド

を
作
成
、
関
係
機
関
の
専
門
性
の
基
準
を
高
め
る
た
め
、
家
族
間
暴
力
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
資
格
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
発
足
さ
せ
た

(同
上

)。
 

6
 メ

デ
ィ
ア
広
告

や
啓
発
に
加
え
て
、
民
間
福
祉
団
体
と
協
同
し
、
家
族
間
暴
力
に
対
す
る
意
識
向
上
を
は
か
る
た
め
に
、
住
宅
地
で
の
巡
回
公
演
、
学
校
で
の
演
劇
・
展
示
巡
回
、
学
校
・
図
書
館
・
草
の

根
団
体
へ
の
啓
発
資
料
の
配
布
を
行
っ
て
い
る

(同
上

)。
 

7
 M
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is

tr
y
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f 
C

om
m
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n
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ev
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m
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t,

 Y
ou

th
, 

a
n

d
 S

p
or

ts
, 

R
eh

a
b
il

it
a
ti

on
, 

P
ro

te
ct

io
n

 a
n

d
 R

es
id

en
ti

a
l 

S
er

v
ic

es
 D

iv
is

io
n

 
8
 S

in
g
a
p
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P
ol
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O
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ti
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D
iv
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n
; 
運
用
部
の
主
な
業
務
範
囲
は
、
各
地
域
の
所
轄
署
運
営
、
地
域
社
会
参
画
、
許
可
承
認
で
あ
る

(S
in

g
a
p

or
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P
ol

ic
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F
or

ce
 2

0
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6
)。
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 S
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or
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in
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 C
ou
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f 
S

in
g
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 F
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m

il
y
 C

ou
rt
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女
性
憲
章
第

6
5
条
で
は

、
下
級
裁
判
所
の
地
区
法
廷
、
治
安
裁
判
官
法
廷
が
管
轄
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
の
運
用
は

1
9
9
5
年
に
設
立

さ
れ

た
家
庭
法
廷
が
担
っ
て
い
る
。

 
1
0
 M

a
th

i 
2
0
0

8
; 

W
on

g
 2

0
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付
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。
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シンガポール



 

 基
礎
デ
ー
タ

 

国
名

 
タ
イ
王
国

 

人
口

 
6
,2

4
2
万
人
（

2
0
0
5
年
）

1
 

関
係
法
令

  
2
0
0
7
年
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
被
害
者
保
護
法
（

D
om

es
ti

c-
V

io
le

n
ce

 V
ic

ti
m

 P
ro

te
ct

io
n

 A
ct

 B
.E

. 
2
5
5
0
）

 

政
府
の
方
針

 
「
女
性
の
開
発
計
画
」
（
女
性
へ
の
暴
力
撲
滅
方
針
が
記
載
さ
れ
て
い
る
）

2
 

1
9
9
9
年

6
月

2
9
日
内
閣
決
議
「
女
性
へ
の
暴
力
に
関
す
る
問
題
を
解
決
す
る

8
手
段
」

3
 

2
0
0
0
年
「
子
ど
も
と
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
撲
滅
す
る
政
策
と
方
針
」

4
 

タ
イ
女
性
国
立
協
議
会

5
 

女
性
問
題
一
般
、
啓
発

 

社
会
開
発
人
間
保
護
省

 女
性
問
題
と
家
族
開
発
局

6
 

被
害
者
女
性
・
子
ど
も
保
護
、
健
全
な
家
族
生
活
の
普
及
・
開
発

 

司
法
省

7
 

法
整
備

 
関
係
行
政
機
関

 

宮
廷
タ
イ
警
察

8
 

家
族
間
暴
力
防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
へ
も
参
加

 

公
的

 
不
明

9
 

シ
ェ
ル
タ
ー

民
間

 
民
間

N
G

O
の
活
動
は
活
発
で
あ
る
が
、
数
は
不
明
。
シ
ェ
ル
タ
ー
も
そ
れ
ぞ
れ
が
提
供
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

 

関
係

H
P
リ
ン

ク
 

社
会
開
発
人
間
保
護
省

 女
性
問
題
と
家
族
開
発
局

 ジ
ェ
ン
ダ
ー
情
報
セ
ン
タ
ー
：

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.g

en
d

er
.g

o.
th

 
女
性
に
対
す
る
暴
力
に
関
す
る
デ
ー
タ
：

h
tt

p
:/

/w
w

w
.v

io
le

n
ce

.i
n

.t
h

/  

備
考

  
一
般
に
女
性
に
は

N
G

O
を
通
じ
て
、
司
法
に
関
す
る
無
料
サ
ー
ビ
ス
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
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タイ



 

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
1
 外

務
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el
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S

oc
ia
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D

ev
el
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m

en
t 

a
n

d
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u
m

a
n
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ec

u
ri

ty
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3
 “

E
ig

h
t 

M
ea

su
re

s 
to

 S
ol

v
e 

P
ro

b
le

m
s 

C
on

ce
rn

in
g
 V

io
le

n
ce

 a
g
a
in

st
 W

om
en

” 
(G

ov
er

n
m

en
t 

of
 T

h
a
il

a
n

d
 2

0
0
4
: 

p
.2

3
) 

4
 “

P
ol

ic
ie

s 
a
n

d
 P

la
n

s 
to

 E
ra

d
ic

a
te

 V
io

le
n

ce
 a

g
a
in

st
 C

h
il

d
re

n
 a

n
d

 W
om

en
” 

(G
ov

er
n

m
en

t 
of

 T
h

a
il

a
n

d
 2

0
0
4
: 

p
.2

3
) 

5
 N

a
ti

on
a

l 
C

ou
n

ci
l 

of
 W

om
en

 o
f 

T
h

a
il

a
n

d
 

6
 M

in
is

tr
y
 o

f 
S

oc
ia

l 
D

ev
el

op
m

en
t 

a
n

d
 H

u
m

a
n

 S
ec

u
ri

ty
, 
T

h
e 

O
ff

ic
e 

of
 W

om
en

’s
 A

ff
a
ir

s 
a
n

d
 F

a
m

il
y
 D

ev
el

op
m

en
t 

7
 M

in
is

tr
y
 o

f 
J
u

st
ic

e 
8
 R

oy
a
l 

T
h

a
i 

P
ol

ic
e 

9
 シ

ェ
ル
タ
ー
の

数
は
不
明
だ
が
、
具
体
的
な
政
府
の

活
動
と
し
て
以
下
が
あ
げ
ら
れ
る
。

 
・
 
女
性
に
対
す
る
暴
力
の
被
害
者
を
支
援
す
る
ワ
ン
・
ス
ト
ッ
プ
・
ク
ラ
イ
シ
ス
・
セ
ン
タ
ー
が
い
く
つ
か
の
病
院
に
設
置
さ
れ
、
医
療
・
カ
ウ

ン
セ
リ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
や
、
福
祉
や
法
関
係
の
問
題

に

対
応
し
て
い
る
。

 
・
 
公
共
福
祉
局
（

D
ep

a
rt

m
en

t 
of

 P
u

b
li

c 
W

el
fa

re
）
が

2
4
時
間
ホ

ッ
ト
ラ
イ
ン
セ
ン
タ
ー
を
設
置
。
ま
た
、

1
9
9

3
年
か
ら
は
経
済
的
な
問
題
を
抱
え
る
子
ど
も
、
女
性
、
高
齢
者
向
け
の
電
話
サ
ー

ビ
ス
「
ハ
ッ
ピ
ー
・
ラ
イ
ン
」
を
開
設
。

 
・
 
警
察
が
「
子
ど
も
青
年
女
性
保
護
セ
ン
タ
ー
」

(C
en

te
r 

fo
r 

th
e 

P
ro

te
ct

io
n

 o
f 

C
h

il
d

re
n

, Y
ou

th
 a

n
d

 W
om

en
)を

1
9
9
8
年
に
設
置

し
、
行
政
機
関
、
民
間
団
体
の
連
携
を
は
か
り
、
虐
待
や
性

暴
力
の
被
害
者
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
設
置
箇
所
は
、
バ
ン
コ
ク
他

3
地
域
に

と
ど
ま
っ
て
い
る

(G
ov

er
n

m
en

t 
of

 T
h

a
il

a
n

d
 2

0
0
4
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